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Ⅰ 地域活動支援センターの設置個所数 

 本市の地域活動支援センターは「生活支援型」と「入浴支援強化型」の 2種類がある。 

また、生活支援強化型については、施設規模によって「Ａタイプ」と「Ｂタイプ」に分かれている。 

現時点(平成 26年 10月)での設置箇所数は下表のとおりである。（障害保健福祉圏域別） 

 

国の要綱上の分類 本市での分類 甲(堺区、西区) 乙（中区、南区） 丙（北区、東区、美原区） 合計 

Ⅱ型 生活支援型(Ａ) ２ ２ ２ ６ 

Ⅲ型 
生活支援型(Ｂ) ３ １ ４ ８ 

入浴支援強化型 ０ ２ ０ ２ 

合計 ５ ５ ６ １６ 

 

  

 

Ⅲ 今年度の要求ポイント 

現在の地域活動支援センター運営業務の各事業所との契約期間は、平成 24年 4月 1日～平成 27年 3月 31日までの 3年間としているため、平成 26年度末で契約期間が満了となる。 

平成 27 年度以降の事業所については、公募型プロポーザルにより選定予定である。 

次回プロポーザルにおいては、利用者が身近な地域で利用しやすいように、各地区にバランスよく配置するため、下表のとおり市内を 3圏域(障害保健福祉圏域)に分けて募集する。 

3圏域に分けて募集することで、特定の地域に地域活動支援センターが集中するのを防止する。 

設置数については、市内事業所の設置状況等を勘案しつつ、段階的に目標値に近づけることとし、今年度は、各圏域ごとに国要綱上のⅡ型を 2ヶ所、Ⅲ型を 4ヵ所設置し、合計 18か所の設置をめざす。 

（今年度は、甲地区に入浴支援型 1か所、乙地区に生活支援型Ｂタイプ 1か所を増） 

 

  

 

 

 

 

国の要綱上の分類 本市での分類 
甲(堺区、西区) 乙(中区、南区) 丙(北区、東区、美原区) 合計 

２３，３８３人 ２１，３３８人 ２０，１２７人 ６４，８４８人 

Ⅱ型 生活支援型(Ａ) ２ ２ ２ ６ 

Ⅲ型 
生活支援型(Ｂ) ３ １ ４ ８ 

入浴支援強化型 ０ ２ ０ ２ 

合計 ５ ５ ６ １６ 

甲 丙 

乙 

Ⅱ 第 3期堺市障害福祉計画上の設置数 

第 3 期堺市障害福祉計画(Ｈ24 年度～Ｈ26 年度)では地域活動支援センターの設置箇所数は平成 26 年度には、

下表のとおり設置することを計画していた。（障害保健福祉圏域別） 

しかしながら、計画通りの設置が進んでいない状況である。 

 

国の要綱上の分類 本市での分類 甲(堺区、西区) 乙（中区、南区） 丙（北区、東区、美原区） 合計 

Ⅱ型 生活支援型(Ａ) ２ ２ ３ ７ 

Ⅲ型 
生活支援型(Ｂ) ４ ４ ６ １４ 

入浴支援強化型 ３※ ３ 

合計 ７ ８ ９ ２４ 

※入浴強化支援型については、計３か所（甲１、乙２）設置することが計画されていた。 

 

現状 

平成 27年度 

国の要綱上の分類 本市での分類 
甲(堺区、西区) 乙(中区、南区) 丙(北区、東区、美原区) 合計 

２３，３８３人 ２１，３３８人 ２０，１２７人 ６４，８４８人 

Ⅱ型 生活支援型(Ａ) ２ ２ ２ ６ 

Ⅲ型 
生活支援型(Ｂ) 

４ 
３ 

４ 
２ 

４ 
４ ９ 

入浴支援強化型 １ ２ ０ ３ 

合計 ６ ６ ６ １８ 

 

←各圏域別の障害者数 

(平成２５年度末時点) 

←各圏域別の障害者数 

(平成２５年度末時点) 


